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【 代 表 課 】 

総務課  ０４８－６４６－３０１３（直通電話番号） 

（各事業のお問い合わせ先がご不明の場合には、上記代表課にてご確認ください。） 
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事務事業総点検<改革のカルテ>

(1) (2)
(3)
①
(3)
②
(3)
③
(3)
④
(4) (5) (6) (7)

該
当
な
し

方
向
性

見直し内容
正
規

再
任
用

臨
時

様
式
２

附
表
１

附
表
２

附
表
３

1 大宮区まちづくり推進事業
区長マニフェスト策定・評価事
業

136 C 1 1

区の特性を生かしたまちづくりを積極的に推進するため、区
政の取組姿勢や区民サービスの具体的な目標などを明ら
かにした区長マニフェストを策定する。また、年度ごとに自己
評価・外部評価を行い、その検証結果を反映させることで、
行政活動の透明性や市民の満足度を高める。

ク
行政の透明性を確保し、区民の信頼を得るため、引き続き
実施するべき事業である。

0.3 1 総務課 ウ-3

2 大宮区まちづくり推進事業 風水害等応急対策事業 97 C 1 3 風水害等が発生した際に、応急的な対策を行う。 ウ
風水害の発生時期や応急対策経費を見込むのは不可能で
あるため、予算は発生時に必要な額を防災課にて措置する
よう平成２３年度から見直しを行う。

0.1 1 総務課 エ-3

3 大宮区まちづくり推進事業 交通安全施設維持管理経費 30,112 C 1 3
破損した道路照明施設、道路反射鏡等の機能を修復し、安
全な生活環境を維持する。

カ

市民がしあわせを実感でき、安心して暮らせるよう快適な交
通環境の維持に努める必要があることから、継続して交通
安全施設の維持を行う必要がある。また、地球温暖化対策
の推進のため、省エネルギー機種（ＬＥＤ照明灯）に転換を
図る。

2.0 1 総務課 ク-1

4 大宮区まちづくり推進事業 公衆便所維持管理経費 1,111 A 1 3
大宮区内に3箇所設置された公衆トイレの維持管理を行い、
市民が快適に利用できる衛生環境を整え、市民の利便性の
確保に努める。

ク
市民が快適にトイレが利用できるように、便器破損及び詰ま
り等の緊急修繕を迅速に実施する。

0.3 1 総務課 エ-3

5 大宮区まちづくり推進事業 衛生害虫駆除経費 1,608 C 1 1 1 2
市民からスズメバチ等の駆除要望に迅速に対応し、巣を撤
去・処分することにより、市民の安全と安心を確保する。

ク
夏季に市民からの駆除依頼が集中するため、依頼日即日
に駆除できるよう職員による直営体制と業者委託で業務を
実施する。

3.0 1.0 1 総務課 エ-3

6 大宮区まちづくり推進事業 土木緊急修繕等経費 41,869 A 1 3

◆ 区民からの生活道路・下水道等の修繕要望に対する緊
急対応。
◆ 汚水取付け管の清掃委託業者にて対応。
◆ 軽微以外の工事・修繕は北部建設事務所にて対応。

ク

 　道路の陥没、破損、汚水取付け管閉塞等の緊急修繕工
事は、公共施設の危険回避と機能確保をすることで、市民
生活の安全と安定のために、公共施設の管理者として、今
後も迅速な対応に努める。

2.0 1 総務課 ウ-3

7 大宮区まちづくり推進事業 交通安全啓発経費 1,002 C 1 1

交通安全対策に対して、市民の意識を高揚させるため、啓
発用チラシ・ポスターの配布や立看板を設置することによ
り、市民の交通事故防止対策を図り、交通事故の減少に努
める。

ク
全国的に取り組んでいる交通安全運動の啓発であり交通事
故撲滅に向け、市・警察・交通安全協会等が協力して取り組
む事業であるため、継続と判断した。

1.5 1 総務課 ウ-3

8 大宮区まちづくり推進事業 安全まちづくり推進事業 548 C 1 1

◆ 大宮区の安心・安全な街づくりと、環境美化を推進する
ため、職員をはじめ、地域団体（アルディージャ等）との協働
による清掃活動。
◆ 地域のボランティア団体等への清掃用具の配布および
環境美化意識向上のための啓発品配布。

ク
　地域ぐるみで美化活動を推進することにより、きれいな街
づくりに繋がり、心にゆとりができることによって犯罪防止に
も関与できる。

0.1 1 総務課 オ-6

9 大宮区まちづくり推進事業 区民会議運営事業 6,119 C 1 2
   区民会議の活動（地域の諸課題についての協議、まちづ
くりのための活動）の支援、及び会議の運営（全体会、部会
の会議を年間８０回開催）を行う。

ク

   現在、区民会議、コミュニティ会議の活性化に向けた検討
がなされている状況下で、今後区民会議の役割や機能をさ
らに生かし、活発化していくために事業は継続していく必要
がある。

1.5 1 総務課 ク-1

10 大宮区まちづくり推進事業 区民ふれあいフェア実施事業 5,813 C 1 1 1 2,4
大宮区の郷土づくり、地域の連帯感、郷土意識の醸成を図
ることを目的として、地域・区民参加型の区民まつりイベント
として実施する。

ク
　今後さらにフェアの企画内容等の充実を図りながら、参加
者の輪を広げ、当該事業を継続実施していく必要がある。

0.3 1 1 総務課 ク-1

11 大宮区まちづくり推進事業 コミュニティ会議補助事業 1,300 C 1 4
 コミュニティ会議として登録している団体が実施する事業に
係る費用を補助する事業である。

ク
   今後さらに地域コミュニティの活性化を図っていくために
も、当該事業を継続実施していく必要がある。

0.1 1 1 総務課 ク-1

提出調書

通番

見直しの判断基準（メルクマール） 職員数

事業の概要
（目的・内容）

担当局　　　大宮区役所　　　

行革本部
の見解

事務事業名 担当課事業名
H22年度
予算額
（千円単位）

事
業
類
型

実
施
方
法

見直しの方向性

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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12 大宮区まちづくり推進事業 ふるさとづくり事業 5,789 C 1 1 1 2
   区の独自事業として、区内の地域資源を活用し郷土意識
の醸成と地域コミュニティの活性化を図る目的として実施す
る事業。

ク
   区の独自のソフト事業として、区民の郷土意識の醸成、地
域コミュニティの活性化を図る目的として実施する事業であ
り、今後も継続していく必要がある。

0.5 1 1 総務課 オ-8

13 大宮区まちづくり推進事業
まちづくり支援（まちづくり
フォーラム）事業

1,059 C 1 1 2
   大宮区の魅力あるまちづくりを市民と考え、また区民会議
の活動紹介の場として実施する事業。

ク

   現在、区民会議、コミュニティ会議の活性化に向けた検討
がなされている状況下で、今後区民会議の役割や機能をさ
らに生かし、活発化していくために事業は継続していく必要
がある。

0.1 1 総務課 オ-6

14 大宮区まちづくり推進事業
広報紙・ガイドマップ等作成広
報事業

3,204 C 1 2
   市報さいたま大宮区版の編集、大宮区を紹介するガイド
ブック等の作成など区民に対する広報物の作成等の業務で
ある。

ク

  市報区版の編集や広報ガイドマップ等の作成業務は市民
からその成果物を求める声、評価も高く極めて重要な業務
である。今後新たなメディアや媒体による広報活動等の展
開も検討しながら継続実施していく必要がある。

1.2 1 総務課 カ-2

15 大宮区まちづくり推進事業 花と緑のまちづくり推進事業 639 C 1 1 1,4
   区民が身近に花や緑に出会う機会を創出し区民同士の
ふれあいや連携を深めることを目的として、花や緑があふれ
るまちづくりとして実施する事業である。

カ
  市民が生き生きと心豊かに暮らせる「花や緑の豊かなま
ち」を実現するために実施する当事業の効果は大きく期待
できることから、今後事業を拡大し実施していく必要がある。

0.3 1 1 総務課 オ-8

16 大宮区まちづくり推進事業 安全なまちづくり防犯事業 3,910 C 1 4,5

　大宮区は、県下市町村の中で最も犯罪発生率の高い地区
であるため、区民、防犯活動団体、警察等で組織する「大宮
区安全なまちづくり協議会」が、防犯のつどい、環境浄化
キャンペーン、防犯講習会等、防犯対策事業を実施し、区民
が安心して生活できる環境づくりを推進する。

カ
　犯罪発生率を減少させ、安全で安心して暮らせる地域社
会を作っていくためには、引き続き更に充実した防犯事業を
実施していく必要がある。

2.0 1 1 総務課 ウ-3

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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